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 横 浜 市 事 務 分 掌 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 23 年 ３ 月 31 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 38 号  

   横 浜 市 事 務 分 掌 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 （ 横 浜 市 事 務 分 掌 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 事 務 分 掌 規 則 （ 昭 和 27 年 10 月 横 浜 市 規 則 第 68 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ 条 中 「 局 等 」 を 「 統 括 本 部 及 び 局 そ の 他 の 本 市 の 組 織 」 に

改 め る 。  

  第 １ 条 の ２ 第 １ 項 中 「 本 市 の 」 の 次 に 「 統 括 本 部 及 び 」 を 加 え

、 同 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

統 括 本 部 又

は 局  

  室  部 又 は 室     課 又 は 室  

温 暖 化 対 策

統 括 本 部  

 企 画 調 整 部 調 整 課 、 プ ロ ジ ェ ク ト

推 進 課  

 総 務 部  総 務 課 、 統 計 情 報 課  

大 都 市 制 度

推 進 室  

 大 都 市 制 度 推 進 課  

 政 策 部  政 策 課  

 秘 書 部  秘 書 課  

共 創 推 進 室  

 

共 創 推 進 課 、 国 際 技 術

協 力 課  

 国 際 政 策 室 国 際 政 策 課  

  大 学 調 整 課  

政 策 局  

  基 地 対 策 課  

 総 務 部  総 務 課 、 管 理 課 、 法 制

課  

コ ン プ ラ イ

ア ン ス 推 進

室  

 コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進

課  

 人 材 組 織 部 人 事 組 織 課 、 労 務 課 、

職 員 健 康 課 、 人 材 開 発

課  

 し ご と 改 革

推 進 部  

し ご と 改 革 推 進 課 、 外

郭 団 体 指 導 ・ 調 整 課  

総 務 局  

 Ｉ Ｔ 活 用 推

進 部  

Ｉ Ｔ 活 用 推 進 課 、 総 務

情 報 支 援 課 、 情 報 シ ス

テ ム 課  
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」」 に 改 め る 。  

  第 ５ 条 第 １ 項 、 第 １ 号 様 式 及 び 第 ３ 号 様 式 中 「 経 理 課 長 」 を 「

経 理 経 営 課 長 」 に 改 め る 。  

 （ 地 方 公 営 企 業 法 の 財 務 規 定 等 を 適 用 す る 事 業 に 関 す る 財 務 規 則

の 一 部 改 正 ）  

第 36 条  地 方 公 営 企 業 法 の 財 務 規 定 等 を 適 用 す る 事 業 に 関 す る 財 務

規 則 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 34 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

  第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 環 境 創 造 局 総 務 部 経 理 課 長 、 環 境 創 造 局 施 設

管 理 部 各 水 再 生 セ ン タ ー 長 」 を 「 環 境 創 造 局 総 務 部 経 理 経 営 課 長

、 環 境 創 造 局 下 水 道 管 路 部 下 水 道 建 設 事 務 所 長 」 に 、 「 環 境 創 造

局 施 設 管 理 部 各 下 水 道 セ ン タ ー 長 」 を 「 環 境 創 造 局 下 水 道 施 設 部

各 水 再 生 セ ン タ ー 長 」 に 、 「 環 境 創 造 局 施 設 整 備 部 下 水 道 建 設 事

務 所 長 」 を 「 環 境 創 造 局 下 水 道 施 設 部 各 下 水 道 セ ン タ ー 長 」 に 改

め る 。  

  第 ４ 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 環 境 創 造 局 施 設 管 理 部 管 路 保 全 課 長 」 を

「 環 境 創 造 局 下 水 道 管 路 部 管 路 保 全 課 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 環 境 科 学 研 究 所 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 37 条  横 浜 市 環 境 科 学 研 究 所 規 則 （ 昭 和 51 年 ４ 月 横 浜 市 規 則 第 49

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ 条 第 １ 項 中 「 環 境 創 造 局 企 画 部 」 を 「 環 境 創 造 局 政 策 調 整

部 」 に 改 め る 。  

  第 ２ 条 第 ３ 号 中 「 及 び 下 水 道 」 を 削 る 。  

  第 ４ 条 第 １ 項 、 第 ８ 条 及 び 第 ９ 条 中 「 環 境 創 造 局 企 画 部 長 」 を

「 環 境 創 造 局 政 策 調 整 部 長 」 に 改 め る 。  

  第 10 条 中 「 各 局 」 を 「 統 括 本 部 又 は 局 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 38 条  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年

３ 月 横 浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 89 条 第 ９ 項 及 び 第 89 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 本

部 地 球 温 暖 化 対 策 課 」 を 「 環 境 創 造 局 環 境 保 全 部 環 境 管 理 課 」 に

改 め る 。  

 （ 横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 に お け る 支 援 措 置 に 関 す る 条 例

施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 39 条  横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 に お け る 支 援 措 置 に 関 す る

条 例 施 行 規 則 （ 平 成 16 年 ４ 月 横 浜 市 規 則 第 47 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

  第 22 条 中 「 経 済 観 光 局 長 」 を 「 経 済 局 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 消 費 生 活 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 40 条  横 浜 市 消 費 生 活 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ８ 年 ９ 月 横 浜 市 規 則 第  
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「 及 び 海 難 防 止 」 に 改 め 、 同 項 中 第 ７ 号 を 削 り 、 第 ６ 号 を 第 ７ 号

と し 、 第 ５ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (6)  海 上 清 掃 に 関 す る こ と 。  

  第 ３ 条 第 ３ 項 第 11 号 中 「 水 先 人 」 を 「 港 長 、 水 先 人 」 に 改 め 、

同 号 を 同 項 第 12 号 と し 、 同 項 第 10 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (11)  岸 壁 の 使 用 許 可 に 係 る 船 舶 の 着 岸 の 立 会 い に 関 す る こ と （

他 の 課 の 主 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

  第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 、 担 当 係 長 」 を 削 り 、 同 条 第 ４ 項 中 「 、 係 長

及 び 担 当 係 長 」 を 「 及 び 係 長 」 に 改 め る 。  

  第 ５ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 、 係 長 及 び 担 当 係 長 」 を 「 及 び 係

長 」 に 改 め る 。  

  第 ６ 条 第 ３ 項 中 「 、 係 長 又 は 担 当 係 長 」 を 「 又 は 係 長 」 に 改 め

る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 23 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 １ 条

中 横 浜 市 事 務 分 掌 規 則 第 ６ 条 健 康 安 全 部 の 項 生 活 衛 生 課 の 部 第 ６

号 の 改 正 規 定 、 同 項 食 品 衛 生 課 の 部 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 を 削 り 、 同

部 第 ６ 号 を 同 部 第 ４ 号 と す る 改 正 規 定 、 同 部 第 ７ 号 の 改 正 規 定 、

同 号 を 同 部 第 ５ 号 と す る 改 正 規 定 並 び に 同 規 則 第 ７ 条 家 庭 系 対 策

部 の 項 業 務 課 の 部 第 18 号 を 削 り 、 同 部 第 19 号 を 同 部 第 18 号 と し 、

同 部 第 20 号 か ら 第 22 号 ま で を １ 号 ず つ 繰 り 上 げ る 改 正 規 定 、 第 ２

条 の 規 定 、 第 11 条 中 横 浜 市 技 監 設 置 規 則 第 １ 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定

並 び に 第 23 条 中 区 に お け る 総 合 行 政 の 推 進 に 関 す る 規 則 第 ２ 条 第

１ 項 の 改 正 規 定 （ 「 教 育 委 員 会 事 務 局 を 除 く 。 ） の 長 」 を 「 病 院

経 営 局 及 び 教 育 委 員 会 事 務 局 を 除 く 。 ） の 長 、 病 院 事 業 管 理 者 」

に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 平 成 23 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 横 浜 市 事 業 本 部 規 則 の 廃 止 ）  

２  横 浜 市 事 業 本 部 規 則 （ 平 成 15 年 ４ 月 横 浜 市 規 則 第 56 号 ） は 、 廃

止 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 事  

務 分 掌 規 則 、 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 フ ラ ン ク フ ル ト

事 務 所 規 則 、 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 東 京 事 務 所 規 則

、 第 37 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 環 境 科 学 研 究 所 規 則 及 び 第  

44 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 及 び 横 浜 市 中 央 と

畜 場 事 務 分 掌 規 則 並 び に 前 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 横 浜 市 事 業 本

部 規 則 の 規 定 に よ る 次 表 の 左 欄 に 掲 げ る 局 等 、 部 等 若 し く は 課 等

の 局 長 、 副 局 長 、 部 長 、 室 長 、 所 長 、 場 長 、 課 長 、 副 所 長 、 セ ン

タ ー 長 若 し く は 担 当 係 長 に 補 せ ら れ 、 又 は こ れ ら の 課 等 に 勤 務 を
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消 防 局 

Ａ Ｐ Ｅ Ｃ 

・ 創 造 都 

市 事 業 本 

部    

共 創 推 進 

事 業 本 部 

危 機 管 理 

室    

創 造 都 市 

推 進 部 

危 機 管 理

課   

緊 急 対 策

課   

危 機 対 処

計 画 課 

情 報 技 術

課   

創 造 都 市

推 進 課 

戦 略 的 事

業 誘 致 課

共 創 推 進

課 

消 防 局 

文 化 観 光

局   

政 策 局 

危 機 管 理

室   

共 創 推 進

室   

危 機 管 理 

部    

 

 

 

創 造 都 市 

推 進 部  

観 光 コ ン 

ベ ン シ ョ 

ン 振 興 部 

 

 

危 機 管 理

課   

緊 急 対 策

課   

危 機 対 処

計 画 課 

情 報 技 術

課   

 

 

 

 

創 造 都 市

推 進 課 

戦 略 的 事

業 誘 致 課

 

共 創 推 進

課   

４  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 第 34 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 下

水 道 事 業 公 共 料 金 等 支 出 事 務 の 特 例 に 関 す る 規 則 及 び 第 35 条 の 規

定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 下 水 道 事 業 定 期 支 出 金 支 出 事 務 の 特 例 に

関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て い る 様 式 書 類 は 、 な お 当 分 の

間 、 適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と が で き る 。  

５  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 決 裁 処 理 の 過 程 に あ る 事 案 の 処 理 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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